
１１／１１「生活保護基準引下げ」についての相談会
日時：１１月１１日（日）１０時～２０時
場所：埼玉総合法律事務所３階会議室
対応：弁護士、社会福祉士等
費用：無料
主催：反貧困ネットワーク埼玉

１０月から生活保護が引き下げられました。今後、３年間、毎年、引下げが続きます。
私たちは、この引下げに反対し、全国規模で、集団で審査請求（不服申立て）の申立てを行います。
２０１３年の引下げのときには、全国で、１万人以上の方が、集団審査請求に参加され、今回も、できる限り多くの方に参加いただくこと
を目指しています。
審査請求の手続は、弁護士が代理人になって行いますので、体調等ご心配の方でも大丈夫です。

相談日当日は、弁護士や社会福祉士が無料で相談にのります。
生活についてのお困りごとも、合わせて、ご相談ください。
お菓子やお茶をご用意しておりますので、是非気軽にご参加ください。

（持参いただくもの）
①　９月に（多くの方は下旬ころ）、役所から届いた「保護変更決定通知書」
②　印鑑（三文判でも大丈夫です。）

（当日、お越しになれない方）
審査請求の期限がありますので、会場までお越しいただけると幸いです。
当日、お越しいただくのが難しい場合は、下記電話番号で、電話相談が可能です。お気軽にご相談ください。
電話番号　０７０－６６５３－４１０４

【問い合わせ先】
〒３３０－００６４
さいたま市浦和区岸町７丁目１２番１号　東和ビル４階　埼玉総合法律事務所
電　話０４８（８６２）０３５５　　ＦＡＸ０４８（８６６）０４２５
弁護士　猪　　股　　　正
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